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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年４月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和５年６月１１日 １５時４５分ごろ 

発生場所 岩手県大船渡市崎浜漁港西方沖 

 陸中崎浜港東防波堤灯台から真方位２６８°１,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３９°０６.１′ 東経１４１°５０.８′） 

事故の概要  漁船第十八喜多
き た

丸は、養殖施設の清掃作業中、操舵室の前方に隣接

した区画から火災が発生した。 

第十八喜多丸は、操舵室等に焼損を生じた。 

事故調査の経過  令和５年６月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十八喜多丸、２.２トン 

 ＩＴ３－５０１６５（漁船登録番号）、個人所有 

 ８.７９ｍ（Lr）×２.４０ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）２基、１３２.４kＷ（合計） 

第２１０－５５３５４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ５５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６１年１１月７日 

免許証交付日 令和２年１１月９日 

         （令和８年１１月６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 操舵室、後部甲板及び船外機等に焼損（全損） 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、令和５年６月１１日１３時００分

ごろ清掃作業を行う目的で、崎浜漁港を出港して同漁港西方沖の延縄

式かき
．．

養殖施設（以下「養殖施設」という。）に向かった。 

（写真１、写真２ 参照） 
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本船は、１３時０５分ごろ養殖施設に到着し、同施設に船首端を着

けて船外機を停止した後、船長が、‘操舵室の前方に隣接した区画’

（以下「補機室」という。）内に設置した原動機（以下「本件原動

機」という。）を起動し、油圧ポンプを作動させた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長は、ふだんどおり本件原動機の換気を兼ね、補機室の上蓋を外

した状態とし、船首部に移動した後、油圧式清掃工具を使用して、養

殖施設を構成する幹縄の清掃を開始した。 

船長は、船首方を向いて清掃作業中の１５時４５分ごろ、本件原動

機の機関音が断続的になった後、突然音が大きくなったので、船尾方

を振り返って見たところ、補機室から約３ｍに上る火柱と共に黒煙が

視界に入り、すぐに清掃作業を中止して操舵室に戻り、持ち運び式消

火器を手に取り、消火作業に当たった。 

船長は、持ち運び式消火器を使い終え、ポリバケツに海水をくんで

消火作業を継続したが、１６時０５分ごろ、延焼が補機室から操舵室

写真２ 左舷側後部の状況 写真１ 左舷船首部から操舵区

画にかけての状況 

船外機 

操舵区画 
補機区画 

図１ 補機室内の本件原動機等の配置状況略図 

写真１、写真２ 所属漁業協同組合提供 

操舵室 

排気管（長さ約５０cm、

管径約８cm、材質ステン

レス製） 

プーリ及びＶベルト 

補機室 

本件原動機 

発電機 

油圧ポンプ 
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を経て後部甲板に及んだのを認め、船首部に避難できなくなったので

危険と判断し、救命浮環を持って海に飛び込んだ。 

地元住民は、崎浜漁港西方沖で炎と黒煙に包まれている本船の様子

を目撃して、自身の家族及び漁業協同組合に救助に向かうよう連絡す

るとともに、海上保安庁及び消防本部に火災発生の通報を行った。 

船長は、１６時３０分ごろ来援した僚船に救助され、その後、駆け

つけた僚船が、それぞれの散水ホースで消火作業を始めた。 

（写真３、写真４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、火災が鎮圧状態となった後、来援した僚船にえい
．．

航され、

１６時５０分ごろ崎浜漁港に到着した後、待機していた消防が、消火

放水を始めて１７時１３分ごろ鎮火したものの、その後廃船処理され

た。 

（写真５～写真７ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

写真４ 消火作業の状況 写真３ 延焼中の状況 

写真５ 到着後の状況 

写真７ 補機室、操舵室及び後部甲板等の焼損状況 

写真６ 消火作業後の状況 

補機室付近 

写真３～写真７ 所属漁業協同組合提供 
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 その他の事項 

 

１．船長によれば、本件原動機の型式等及び整備状況は次のとおりで

あった。 

(1) 本件原動機の型式等は、ガソリン機関、単気筒、２サイクル

で、本件原動機の両側にプーリを介してＶベルトで駆動する発

電機及び油圧ポンプが備えられていた。 

(2) 発電機及び油圧ポンプ側には、それぞれ単独で電磁クラッチ

が設置されており、同クラッチを通電すると本件原動機に連結

（運転状態）され、非通電にすると本件発電機から切り離され

る（停止状態）仕組みになっていた。 

(3) 平成２３年ごろ、本件原動機、発電機及び油圧ポンプを購入

し、毎年、地元修理業者に整備を依頼していた。また、電気配

線は、毎年絶縁抵抗を計測し、不具合があれば配線を新品に取

り替えており、燃料管については、毎年新品に取り替えてい

た。 

(4) 本件原動機の排気管は、本件原動機の設置に合わせて取り付

けた。これまで不具合が生じていなかったので、点検整備を行

わなかった。また、排気管の外面には、断熱材を巻いていたの

で、同管の内外面の状態を把握していなかった。 

２．船長によれば、本事故に至る状況等は次のとおりであった。 

 (1) 本事故当日、救命胴衣を着用して清掃作業を行っていた。 

(2) ふだん、補機室にウエス等の可燃物は置いていなかった。ま

た、可燃物は操舵室に置いており、燃料タンクは、後部甲板下

に設置していた。 

(3) 本件原動機の運転状態は、これまでの操業及び清掃作業にお

いて、発電機及び油圧ポンプに掛かる負荷状況から、低負荷運

転の時間が多かったと思う。 

(4) 本事故前日、本件原動機を起動して操業を行ったが異状はな

かった。また、本事故当時、ふだんどおり本件原動機を起動

し、油圧ポンプを作動させて点検した際、異状が見当たらなかっ

たので、本件原動機から火災が発生するとは思いもせず、清掃

作業に取り掛かった。 

３．本件原動機の製造会社によれば、次のとおりであった。 

(1) 本件原動機は、経年により低負荷運転を続けると排気管内面

にすす
．．

が付着して堆積されるので、高負荷運転を推奨してい

た。 

(2) 本船の排気管は、設置後、約１３年経過しており、その間、

取り外し点検整備を一度も行っていなかった状況を踏まえる

と、経年により、排気管内面にすす
．．

が堆積して同管内が塞が

れ、不完全燃焼の燃料や排気ガスが充満し、逆火して爆発した

可能性が大きいと考える。 
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４．消防本部は、本船の調査及び船長の説明を踏まえ、本件原動機の

排気管を延長するため、フレキシブル（伸縮）パイプを結合して曲

げて設置していたことから、排気抵抗が生じ、シリンダ室内及び排

気管内に不完全燃焼の燃料や排気ガスが充満し、逆火して爆発した

と推定した。（図２、図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析 

 乗組員等の関与  

船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、崎浜漁港西方沖において、養殖施設の清掃作業中、本件原

動機から火災が発生したものと考えられる。 

本船は、本件原動機の排気管の内面に付着して堆積されたすす
．．

が排

気の通路を塞いだことから、不完全燃焼の燃料や排気ガスがシリンダ

の吸入側に吹き出し、逆火して爆発し、火災が発生した可能性がある

と考えられるが、物理的痕跡が得られなかったことから、出火に至った

状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、養殖施設の清掃作業中、本件原動機から出火し

たことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、定期的に行う原動機整備の際、必ず排気管を取り外し

て、同管の内外面の点検整備を行うこと。 

排気 

吸入 

図２ 本件原動機の通常の 

排気吸入状況略図 

ピストン 

図３ 本件原動機の排気管が 

閉塞した状況略図 

閉塞 

逆火して 

爆発 
シリンダ 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和５年６月１１日  

１５時４５分ごろ発生） 

 

岩手県 

大船渡市三陸町 

陸中崎浜港東防波堤灯台 

崎浜漁港 

 


